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令和５年度 経営事項審査申請要領の主な改正内容 
 
 
（１）申請方法の変更（書面審査の実施及び電子申請受付開始）について 
 令和 5 年度は対面による実態調査は行わず、原則、書面または建設業許可・

経営事項審査電子申請システム（「JCIP」）上の申請データにより実態調査を行

うこととする。（「JCIP」ＵＲＬ：https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001） 
  ※JCIP へのログインには、デジタル庁が提供している gBizID アカウントが必要です。

詳細は、上記 URL の「操作マニュアル」をご確認ください。 

 また、対面による実態調査を行わないことに伴い、提出書類を以下のとおり

変更する。 
 ①一次審査及び二次審査時に持参を求めていた許可関係書類（許可通知書・

廃業届・変更届等）及び前年・前々年度分の経営事項審査申請・結果関係書

類の提出は不要とする。 
 ②二次審査（実態調査※簡素化除く）時に持参を求めていた契約関係書類・ 
施工体制等の確認書類・入金確認書類・建設機械関係書類等の原本の持込は 
不要とし、提出書類は P.15～P.30 のとおりとする。 
※完成工事高等の確認は、原則、契約書（注文書）等の写し（コピー）によ

り行うこととする。※契約書原本を提出することのないよう注意すること。 
詳細は、Ｐ.15～Ｐ.30 により必ず確認すること。 

 ③電子申請システム（ＪＣＩＰ）による申請を行う業者についても、申請書 
類及び添付書類は書面申請と同様とする。 

 
（２）制度改正：建設業法等の改正に伴うもの（令和４年８月１５日改正分）】 

監理技術者講習受講者の経審上の加点内容の改正 
技術力（Z）の項目において、監理技術者の講習受講者を加点対象としている

ところ、建設業法上専任の監理技術者として配置可能な期間と経審上加点可能

な期間にずれが生じていたため、加点可能な期間を「講習修了の日の属する年

の翌年から５年間」とした。（令和４年８月１５日以降の申請に適用） 
 
 
 



（３）制度改正：建設業法等の改正に伴うもの（令和５年１月１日改正分）】 
●令和５年１月１日以降の申請から適用されるもの 

①ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況の新設 
内閣府による「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する

実施要領」（平成 28 年３月２２日内閣府特命担当大臣（男女共同参画）決定）

に基づき、「女性活躍推進法に基づく認定」、「次世代法に基づく認定」及び「若

者雇用促進法に基づく認定」について、審査基準日における各認定の取得をも

って新たに評価。 

 ②加点対象となる建設機械の拡大 
地域防災の観点から災害対応力を適正に評価するため、加点対象となる建設機

械を拡大。 
③国・国際標準化機構が定めた規格による認証・登録の有無の改正 

 環境問題への取組を適切に評価する観点から、環境省が定める「エコアクシ

ョン２１」の認証取得状況を加点対象に追加。 
●令和５年８月 14 日以降を審査基準日とする申請から適用されるもの 

①建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の評価 
 建設工事の担い手の育成・確保に向けて技能労働者等の適正な評価をするた

めに、CCUS の活用状況を新たに加点対象とする。 
②総合評定値算出係数の改正（P.90 参照） 

 ①の改正によりＰ点に占めるＷ点のウェイトが大きく増加するため、 
各項目間のバランスを維持するべく、総合評定値算出に係る係数を変更する。 

 
（４）制度改正：建設業の経理の状況（令和３年４月１日改正分）】 
 登録経理試験の１級・２級の合格者のうち、経審での評価対象者を以下に該

当する者に改正 
（※令和５年３月末の審査基準日までは合格者全員が評価対象となる） 
A) 登録経理試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算し

て５年を経過しないもの 
B) 登録経理講習の受講者で、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日か

ら起算して５年を経過しないもの 



～お互いを思いやる気持ちを大切に！～

新型コロナウイルス感染症の影響が全国的に拡大する中、感染への不安から感

染した方や感染症に関わる方、また、それらの関係者の方などへの誹謗・中傷、

差別的な取扱いといった行為が報告されています。

感染症の収束が見通せない中、私たちは目に見えないウイルスに対し、強い不

安やおそれを感じ、感染症に関わる方たちを過剰に避けようとして、差別的な行

動をとってしまう場合があります。

このような行動は、感染が疑われる方に受診をためらわせ、結果的に感染が拡

大するという負の連鎖を引き起こしてしまう可能性があります。

いかなる場合であっても、不当な差別、偏見、誹謗・中傷、いじめ等は人権を

侵害するものであり、決して許されません。

誰もがウイルスに感染したくはありませんが、誰にでも感染は起こりうること

です。あなたやあなたの大切な人も感染するかもしれません。

もし感染したら、あなたならどのように接してほしいと思うでしょうか。

感染拡大を防ぐためには、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染防止対策

と同じように、誹謗・中傷や差別的な取扱いの感染を防ぐことが大切です。

県民の皆さまには、不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることがない

よう、公的機関が発表する正しい情報に基づいて、人権に配慮した冷静で適切な

行動をお願いします。一人ひとりがお互いを思いやる気持ちを持ちましょう。

人権尊重・部落差別解消推進課

TEL：097-506-3181 【新型コロナ人権相談専用ダイヤル】

（平日 8：30～17：15）
E-mail：a13710@pref.oita. lg. jp

※ E-mailでの相談の場合、相談を受けてからお答えするまで、多少日数を要する場合があります。

◯みんなの人権１１０番
TEL:  0570-003-110 （平日 8：30～17：15）

◯インターネット相談
ＵＲＬ： https://www. jinken.go. jp/

◯法務省人権相談ホームページ
URL:   http://www.moj.go. jp/JINKEN/jinken02_00022.html

大
分
県

法
務
省

～ 人権に関する相談はこちら ～
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登録経営状況分析機関
（（一財）建設業情報管理センター

等）

登録機関は、国土交通省ホームペー
ジで確認することができます。

アドレス：
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo

/const/1_6_bt_000091.html

　経営規模等評価（Ｘ・Ｚ・Ｗ）

　経営状況分析（Ｙ）

申　　　請　　　者(建設業者）

大分県知事
（管轄の土木事務所）

経営事項審査フローチャート

（６）経営規模等評価
（Ｘ・Ｚ・Ｗ）

及び総合評定値（Ｐ）の通知

（２）経営状況分析（Ｙ）
結果通知書
（随時交付）

（３）経営事項審査
事前予約

（４）申請書提出
日時指定

（５）経営規模等評価
（Ｘ・Ｚ・Ｗ）

及び総合評定値（Ｐ）の請求
※申請書類（３部）及び契約関係
等確認書類の写し（１部）を指定日
までに管轄土木事務所に提出

（１）経営状況分析（Ｙ）の
申請

審査月の翌月末

簡素化対象か

はこのときに

指定
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令和５年度経営事項審査の日程等について 

 

  経営事項審査の申請は、審査基準日（直前の決算日）により、下記の期間に行っ

てください。 

（※ＪＣＩＰによる電子申請を行う場合も同様のスケジュールで予約・申請を行っ

てください） 

記 

 

審査基準日 申請予約期限 申請受付期間 実態調査実施期間 

 令和 4年 10月  令和 5 年 2 月 28 日（火）    3 月上旬～中旬    3 月中旬～下旬 

 令和 4年 11月  令和 5 年 4 月 28 日（金）    5 月上旬～中旬    5 月中旬～下旬 

 令和 4年 12月  令和 5 年 4 月 28 日（金）    5 月上旬～中旬   5 月中旬～下旬 

 令和 5 年 1 月  令和 5 年 5 月 31 日（水）    6 月上旬～中旬   6 月中旬～下旬 

 令和 5 年 2 月  令和 5 年 5 月 31 日（水）    6 月上旬～中旬   6 月中旬～下旬 

 令和 5 年 3 月  令和 5 年 7 月 31 日（月）    8 月上旬～中旬   8 月中旬～下旬 

 令和 5 年 4 月  令和 5 年 8 月 31 日（木）    9 月上旬～中旬   9 月中旬～下旬 

 令和 5 年 5 月  令和 5 年 9 月 29 日（金）   10 月上旬～中旬   10 月中旬～下旬 

 令和 5 年 6 月  令和 5 年 10 月 31 日（火）   11 月上旬～中旬   11 月中旬～下旬 

 令和 5 年 7 月  令和 5 年 11 月 30 日（木）   12 月上旬～中旬   12 月中旬～下旬 

 令和 5 年 8 月  令和 5 年 11 月 30 日（木）   12 月上旬～中旬   12 月中旬～下旬 

 令和 5 年 9 月  令和 4 年 12 月 28 日（木）    1 月上旬～中旬    1 月中旬～下旬 

※令和 5 年 4 月、7 月、令和 6 年 2 月は実態調査を実施しないので注意してください。 

※申請書受付日は各管轄土木事務所からはがき（申請日時等指定票）により通知し

ます 

※大分県知事許可業者の方については、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通

知書は実態調査が終了した翌月末に発行します。  
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